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大津市附属機関設置条例の一部を
改正する条例の制定について
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令和７年１１月市議会通常会議

議案第１３７号

公共施設対策特別委員会 総務部資料
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条例の改正理由及び選定委員会の概要について
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改正理由：新庁舎整備の基本設計・実施設計の事業者選定に向けた「大津市新庁舎整備基本設
計・実施設計事業者選定委員会」の設置に伴う改正

名 称：大津市新庁舎整備基本設計・実施設計事業者選定委員会

目 的：公募提案方式により市役所の庁舎の整備に係る基本設計及び実施設計を行う事業者を
選定するために必要な事項を審査等すること。

委員定数：９人以内

委員構成：学識経験を有する者及び市職員

開催回数：３回を予定
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大津市新庁舎整備基本設計・実施設計事業者
選定委員会設置に伴う条例の改正（案）

大津市附属機関設置条例の別表市長の部大津市入札監視委員会の項の次に次のように加
える。
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名称 担任する事項 委員の定数 委員の構成

大津市新庁舎
整備基本設
計・実施設計
事業者選定委
員会

公募提案方式により市役所の
庁舎の整備に係る基本設計及
び実施設計を行う事業者を選
定するために必要な事項を審
査等すること。

９人以内

学識経験を有する者及び市
職員

施行日：公布の日から
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